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第
二
条
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

十
二

臨
床
教
授
等

医
療
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
教
授
又
は
医
学
若
し
く
は
歯
科
医
学
の
研
究
（
薬
事
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
の
研
究
開
発
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
目
的
と
し
て
本
邦
に
入
国
し
た
外
国
医
師
又
は
外
国
歯
科
医

師
が
、
臨
床
教
授
等
病
院
に
お
い
て
そ
の
外
国
に
お
い
て
有
す
る
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
資
格
に
相
当
す

る
資
格
の
区
分
に
応
じ
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
業
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

十
三

臨
床
教
授
等
病
院

高
度
か
つ
専
門
的
な
医
療
を
提
供
す
る
病
院
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院

の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
を
い
う
。

十
四

臨
床
教
授
等
外
国
医
師

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
外
国
医
師
を
い
う
。

十
五

臨
床
教
授
等
外
国
歯
科
医
師

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
外
国
歯
科
医
師
を
い
う
。

第
二
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
二
章

臨
床
修
練

第
三
条
第
一
項
中
「
外
国
看
護
師
等
」
の
下
に「（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。）」を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
加
え
、「
基
準
に
」
を
「
基
準
の
い
ず
れ
に
も
」に
改
め
、

同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

医
療
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
本
邦
に
入
国
し
て
い
る
者

ロ

医
療
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
本
邦
に
入
国
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書

が
交
付
さ
れ
て
い
る
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。）

第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
の
区
分
」
を
「
に
相
当
す
る
資
格
の
区
分
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を

削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
こ
と
」
の
下
に「（
当
該
者
が
患
者
に
与
え
た
損
害
を
臨
床
修
練
病
院
等
の
開
設
者
が
当
該

者
に
代
わ
り
、
又
は
当
該
者
と
連
帯
し
て
賠
償
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第

四
号
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
許
可
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
」を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
許

可
を
受
け
た
者
の
申
請
に
よ
り
、
一
回
に
限
り
、
二
年
（
外
国
看
護
師
等
に
あ
つ
て
は
、
一
年
）
を
限
度
と
し
て

そ
の
有
効
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
外
国
医
師
若
し
く
は
外
国
歯
科
医
師
又
は
外
国
看
護
師
等
」
を
「
外
国
医
師
等
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
臨
床
修
練
外
国
看
護
師
等
」
の
下
に「（
第
八
条
第
二
号
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
に
お
い

て
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
有
効
期
間
」の
下
に「（
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
更
新
後
の
有
効
期
間
）」を
加
え
、「
及
び
」
を
「
、
及
び
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
条
第
六
項
」
を
「
第
三

条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を「（
臨
床
修
練
指
導
医
等
の
選
任
）」に
改
め
、
同
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
申
請
に
基

づ
き
」
を
「
臨
床
修
練
病
院
等
の
開
設
者
は
」
に
改
め
、「
と
認
め
る
」
を
削
り
、「
臨
床
修
練
指
導
者
」
の
下
に「（
次

条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
臨
床
修
練
指
導
医
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
認
定
す
る
」
を
「
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
国
語
」を「
そ

の
指
導
監
督
す
る
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
が
使
用
す
る
言
語
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
臨
床
修
練
指
導
医
若
し
く
は
臨
床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
臨
床
修
練
指
導
者
は
、
臨
床
修
練

外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練
外
国
看
護
師
等
」
を
「
臨
床
修
練
指
導
医
等
は
、
臨

床
修
練
外
国
医
師
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を「（
臨
床
修
練
指
導
医
等
の
解
任
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
修

練
指
導
医
若
し
く
は
臨
床
修
練
指
導
歯
科
医
又
は
臨
床
修
練
指
導
者
」
を
「
臨
床
修
練
病
院
等
の
開
設
者
は
、
臨
床

修
練
指
導
医
等
」
に
、「
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
」
を
「
当
該
臨
床
修
練
指
導
医
等
を
解
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
認
定
」
を
「
選
任
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
病
院
に
お
い
て
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修

練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
臨
床
修
練
病
院
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
」
に
、「
同
法
第
二
条
第
五

号
」
を
「
同
条
第
六
号
」
に
、「
病
院
」」を
「
臨
床
修
練
病
院
等
」」に
、「
同
法
第
二
条
第
六
号
」
を
「
同
条
第
七
号
」

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
病
院
に
お
い
て
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修

練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
臨
床
修
練
病
院
等
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
臨
床
修
練
病
院
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
」
に
、「
病
院
」」を
「
臨
床

修
練
病
院
等
」」に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
十
項
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床

修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
号
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練

等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
」
に
、「
指
定
病
院
」
を
「
臨
床
修
練
病
院

等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練
外
国
看
護
師
等
」を「
臨

床
修
練
外
国
医
師
等
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
」
を
「
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

二
年
法
律
第
二
十
九
号
）」に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
、
一
章
、
章
名
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
一
条
の
二

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
許
可
及
び
臨
床
修
練
病
院
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
三
章

臨
床
教
授
等

（
臨
床
教
授
等
の
許
可
）

第
二
十
一
条
の
三

外
国
医
師
又
は
外
国
歯
科
医
師
は
、
そ
の
外
国
に
お
い
て
有
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
に

相
当
す
る
資
格
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
臨
床
教
授
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

医
師

医
師
法
第
十
七
条

二

歯
科
医
師

歯
科
医
師
法
第
十
七
条

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
許
可
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次

の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
与
え
て
は
な
ら
な

い
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

医
療
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
教
授
又
は
医
学
若
し
く
は
歯
科
医
学
の
研
究
を
目
的
と
し
て
本
邦
に
入

国
し
て
い
る
者

ロ

医
療
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
教
授
又
は
医
学
若
し
く
は
歯
科
医
学
の
研
究
を
目
的
と
し
て
本
邦
に
入

国
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
が

交
付
さ
れ
て
い
る
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。）

二

許
可
の
申
請
に
係
る
第
二
条
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

臨
床
教
授
等
を
行
う
の
に
必
要
な
医
学
又
は
歯
科
医
学
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

›š


		2014-06-24T15:29:11+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




